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FAO／WHO合同食品規格計画  

第33回食品表示部会   

日時   2005年5月9日（月）～5月13日（金）  

場所   コタ・キナパル（マレーシア）  

1．   議題の採択   

2．   コーデックス総会及びその他の部会からの付託事項   

3．   コーデックス規格案における表示事項の検討   

4．   有機食品の生産、加工、表示及び流通に関するガイドライン   

a）  付属書2の改訂案：表3及び表4（ステップ7）   

b）  付属書2の改訂原案：表1（チリ硝石）（ステップ4）   

c）  付属書2への資材追加の手順に関する検討   

5．   遺伝子操作技術由来／遺伝子組換え食品及び原材料の表示 

a）  包装食品の表示に関する一般規格の修正案（遺伝子操作技術由来／遺  

伝子組換え食品の表示に関する勧告案）：定義（ステップ7）   

b）  遺伝子操作技術由来／遺伝子組換え食品及び原材料の表示に関するガ  

イドライン原案：表示規定（ステップ4）   

6．   包装食品の表示に関する一般規格の修正原案：原材料の量に関する表  

示（ステップ4）   

7．   原産国表示に関する検討   

8．   広告に関する討議資料   

9．   トランス脂肪酸の定義に関する検討   

10．   その他の事項、今後の作業及び次回会合の日程及び開催地   

11．   報告書の採択   

※標記会合に先立ち、2005年5月7日（土）に「原材料の量に関する表示の特  

別作業部会」が開催された。   
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第33回食品表示部会（CCFL）概要  

1 開催日及び開催場所   

平成17年（2005年）5月9日（月）～5月13日（金）   

コタキナパル（マレーシア）  

2 参加国及び国際機関   

64加盟国、EC、20国際機関（合計243名）が参加（最終報告書未着のため、   

参加機関数等の変更の可能性あり）。  

3 我が国からの出席者   

農林水産省消費・安全局消費・安全政策課 国際室長   

厚生労働省  

医薬食品局食品安全部企画情報課 食品国際企画調整官  

基準審査課 課長補佐  

同  新開発食品保健対策室  

広告監視指導官  

同係員   

農林水産省消費，安全局表示亡規格課付  

表示・規格課 課長補佐   
テクニカルアドバイザー   

（独）国立健康・栄養研究所食品表示分析・規格研究部 部長   

（財）日本健康・栄養食品協会栄養食品部 部長  

小川 良介  

梅田 珠美  

鷲見 学   

田中 弘之  

渡遽由美子  

金山 武史  

満永 俊典   

山田 和彦  

伊藤 仁  

※以下は、主要な議題のみを抜粋  

議題5 遺伝子操作技術由来／遺伝子組換え食品及び原材料の表示  

（1）経緯  

1993年に新たに遺伝子組換え食品表示のガイドラインの策定に向けた検討が  

開始されたが、各国の義務表示に対する基本的な考え方の隔たりが大きく、特に米  

国とEUの対立が顕著であり、依然としてステップ3のまま議論は進展していな  

い。（定義のみステップ7にある。）  

（2）会議結果のポイント   

・義務表示の対象について、以下の点が主要な論点となった。  

①栄養素が著しく変化した場合などに限るべきという意見（米国、アルゼンチ  

ン、メキシコ、フィリピン、タイ）  

②栄養素などが著しく変化していなくとも、遺伝子組換え技術で作られた農産  

物やそれを原材料として製造した食品も含めるべきという意見（EC諸国、  

途上国、我が国等）   



EC、カナダから、②をオプションとする対案（カナダの提案は、事業者による  

ボランタリーな表示）が示されたものの、コンセンサスが得られなかったため、  

カナダ主宰の電子メールによるWGを作ってテキストの修正案を作成すること  

となり、ステップ3のまま留め置かれた。  

議題6 包装食品の表示に関する一般規格の修正原案：原材料の量に関する表示（QUID）  

（1）経緯  

1985年に制定された「包装食品の表示に関する一般規格」の中で、「特色の  

ある原材料を特別に強調する場合は、使用した当該原材料の重量割合を表示しなけ  

ればならない」旨規定されている。この規定を拡大する必要があるとして、200   

1年から改正のための検討が開始され、現在ステップ3にある。  

（2）会議結果のポイント   

・本会議に先立ち、事前にWGが開催され、詳細な議論が行われた。   

・本会議でも逐条ごとの検討が行われ、テキストの修正が行われた上で、ステップ  

5に上げることになった（別紙1参照）。  

議題7 原産国表示に関する検討  

（1）経緯  

1985年に制定された「包装食品の表示に関する一般規格」の中で、「原産国  

が表示されないと消費者に誤認を与えるおそれがある場合には表示しなければなら  

ない」旨規定されている。この規定の改正作業を始める必要があるかどうか、20  

01年から議論が開始され、2004年には改正作業は不要との結論がでたものの、  

委員会において改正を求める声があったため、今回の会議において「現行規定で十  

分であるか」、「現行規定の解釈に困難はあるか」について議論することとなった。  

（2）会議結果のポイント   

・EC諸国とスイス、ノルウェー、韓国が改正を求めたものの、途上国をはじめそ  

の他の多くの国が、現行規定で十分であり改正不要との立場を示した。我が国か  

らは、現行規定には各国の解釈に委ねている部分があり、各国の取組みには差異  

があることを具体的に紹介した上で、各国の解釈が妨げられないのであれば、現  

行規定のままでも問題は生じない旨発言した。   

・検討の結果、原産国規定の改正作業は中止されることとなった。  

一以上－  

2   



（別紙1）  

用語、写真、絵又は図柄に近接した場所、食品の名塵の隣、又は原材  
に記載されている原材料に付随して、パーセンテージの概数でラベル  

記載されている原材料の合計 

テージは最終製品100gに用いられた  

カテゴリー（category㈱e）に関連した包  
括的名称及び／又は食品の名称として用いられる同様の嘩   CJ  



（参考）今後の対応  

議題5 遺伝子操作技術由来／遺伝子組換え食品及び原材料の表示  

テキスト修正に当たり、以下の事項についてどう考えるか。  

メソッド・オブ・プロダクション（2②）については、食品の安全とは  

関係ないため、食品安全の問題ではないので、義務表示の対象とすべき  

ではないという主張をどう考えるか。  

メソッド・オブ・プロダクションの義務表示を輸入国の選択制（オプショ  

ン）とすることについてどう考えるか。さらに、義務表示ではなく、任  

意表示とすることについてどう考えるか。  

執行委員会の勧告に対してどのように考えるか。（特に、テキストの修  

正（reorganize）を行ってもコンセンサスが得られなかった場合）  
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